
水道料金、下水道・農集排使用料の改定のお知らせ 
４月使用分から水道料金及び下水道・農業集落排水処理施設使用料が変わります。 

水道管の老朽管の更新のための事業費用の確保や、下水道と農業集落排水の料金体系の統

一と健全な経営の確保のために改定を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、さらなる経営の効率化に努めますので、ご

理解とご協力をお願いします。 

現行　水道料金表 新　水道料金表
（税抜き） （税抜き）

基本水量
（㎥）

基本料金
（円）

従量料金
（円）

基本水量
（㎥）

基本料金
（円）

従量料金
（円）

１５０ １６９

φ ７５ ４９，１００ ３５５ φ ７５ ５５，４３４ ４０１

【新料金計算例】 １０㎥まで 基本料金 ２，１７９
◎ひと月、口径φ １３で３５㎥使用した場合 １１㎥～２０㎥ １９８円×１０㎥ １，９８０ 消費税込金額

２１㎥～３５㎥ ２６５円×１５㎥ ３，９７５ ８，１３４円×１．１０＝８，９４７円
計 ８，１３４ 円 （円未満切捨て）

臨時用

公衆浴場用
１㎥から１５０㎥まで

１１９

φ ５０ ２１，９００ φ ５０ ２４，７２５
１５０㎥を超えるもの １５０㎥を超えるもの

φ ４０ １４，０００ φ ４０ １５，８０６公衆浴場用
１㎥から１５０㎥まで

１０５

５０㎥を超えるものか
ら１００㎥まで

３３３

φ ３０ ７，９００ φ ３０ ８，９１９

１００㎥を超えるもの ３５５ １００㎥を超えるもの ４０１

１０ ２，１７９
１㎥から２０㎥まで　　

１９８φ 13及びφ 20につい
ては、１０㎥を超える
ものから２０㎥まで

φ 13及びφ 20につい
ては、１０㎥を超える
ものから２０㎥までφ ２０ １０ ４，４８２

２０㎥を超えるものか
ら５０㎥まで

φ １３

２０㎥を超えるものか
ら５０㎥まで

２６５

φ ２５ ６，１６４

φ １３ １０ １，９３０
１㎥から２０㎥まで　　

１７５

φ ２０ １０ ３，９７０

２３５

φ ２５ ５，４６０

５０㎥を超えるものか
ら１００㎥まで

２９５

臨時用

従量料金
（１㎥につき）

従量区分 従量区分

口径

基本料金
（１月につき）

従量料金
（１㎥につき）

口径

基本料金
（１月につき）

現行　下水道使用料金表 新　下水道・農業集落排水処理施設使用料金表
（税抜き） （税抜き）

現行　農業集落排水処理施設使用料金表 （税抜き）

【新料金計算例】

◎ひと月、３５㎥使用した場合
１０㎥まで 基本料金

１１㎥～２０㎥ １６７円×１０㎥

２１㎥～３５㎥ １７８円×１５㎥

計 円

消費税込金額 ５，８９７円×１．１０＝ 円

（円未満切捨て）

基本料金（１月につき） 従量料金（１㎥につき） 基本料金（１月につき） 従量料金（１㎥につき）

基本水量
（㎥）

料金（円） 従量区分 料金（円） 基本水量（㎥） 料金（円） 従量区分 料金（円）

１０ １，４００ １１㎥から２０㎥まで １５０ １０ １，５５７ １１㎥から２０㎥まで １６７

２１㎥から５０㎥まで １７８１６０

１０１㎥から ２３０

５１㎥から１００㎥まで １９０

６，４８６
1事業所及び
１施設
当たり

人員１人当たり ５００円

２，６７０

５，８９７

基本料金（１月につき） 人員割（１月につき）

１世帯当たり

３，０００円

世帯員１人当たり

１，６７０

１，５５７

２１㎥から５０㎥まで

地区集会所
１棟当たり

２１１

１０１㎥から ２５６

５１㎥から１００㎥まで

５００円

建設課 上下水道班 ☎84-1530 

※閉栓料金は令和２年４月請求から廃止となります。 

水 道 料 金 

下水道・農集排使用料 

※使用水量は水道の水量をもとに算定します。 

※水道を使用していない方（井戸等のみ）は一人あたり 7㎥として換算します。 


